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メキシコの税制改正は、現地で事業を営む企業の税務環境を急速に、かつ大幅
に変化させています。この改正には、税務コンプライアンスの強化や税源浸食と 
利益移転への対策を目的とするさまざまな税法改正が含まれています。これらの
変更は多国籍企業に追加的なコンプライアンス義務を課すものであり、特定の 
グループ会社間取引に影響を及ぼす可能性があります。

税制改正の諸規定の大部分は2020年1月1日に発効する予定となっており、企
業に与えられた準備期間は限られています。この日程を踏まえ、多国籍企業が今
年末にかけて注力すべき今回の税制改正の主要な変更点としては、以下の5つが
挙げられます。

1. 低税率国（LTJ）の居住者である関連者への支払いの損金不算入化

2. 支払利息の損金算入制限（調整後課税所得の30%相当）の設定

3. フロースルー事業体の取扱いに関する新たなルールの導入

4. 一般的租税回避防止ルールの拡大

5. 報告対象取引に関する新たな必須開示要件の導入
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低税率国（LTJ）の居住者である関連者への
支払いの損金不算入化
LTJまたはタックスヘイブンとみなされる特定の国の関係会
社に対する支払いは、今回の税制改正により、損金算入でき
なくなります。この変更は多くの企業にとって驚きと思われま
す。従来、これらの支払いのうち大部分は、独立企業原則に基
づいて取引が実施される範囲において、一般に損金算入が認
められていました。ここでLTJとして取り扱われるのは、事業体
に課される実効税率（所得に対する税とみなされる州税や地
方税を含む）が22.5%未満の国・地域です。この規定はいくつ
かの経済的に重要な国における事業に影響を及ぼす可能性
があるため、納税者は自社が事業を営む国の実効税率に注意
を払う必要があります。

具体的には、今回の税制改正で、企業はLTJの居住者である
関連者へのいかなる支払い（売上原価に対応する支払いを含
む）についても損金算入を認められなくなりました。この規定
は、関連者への直接の支払い、または仕組み（ストラクチャー
ド）契約を通じた支払いに適用されます。

ただし、企業は「事業目的の例外」に基づいてかかる支払いを
損金算入できる可能性があります。この例外規定は、LTJの居
住者である関連者が事業活動に従事していること、ならびに
当該事業活動の遂行およびその他の規準の充足に必要とさ
れる社員や資産を有していることを当該関連者が示せる場合
に、当該関連者への支払いの損金算入を認めるものです。

企業は、米国への支払いを含むすべての外国への支払いを特
定する検討が必要となります。計算には連邦レベルと州レベ
ルの税を含める必要があります。この規定は、金融会社を含む
すべての会社、シェアード・サービス・センター、およびメキシコ
国内に販売者を持つ特定のマキラドーラ構造の一部に適用さ
れます。

支払利息の損金算入制限（調整後課税所得
の30%相当）の設定
年間の純支払利息が2,000万メキシコペソを上回る企業は、
今回の税制改正により、一般に純利息の損金算入制限の対象
となります。当該制限の金額は、利払い前・税引き前・償却前利
益（EBITDA）と似た定義を持つ「調整後課税所得」の30%相
当です。損金算入できなかった支払利息は10年間繰り越すこ
とができます。

この規定は、関連者および非関連者に対するすべての債務の
利息、ならびにメキシコの事業体と非居住者事業体の間にお
ける債務の利息に適用されるものであり、現行の損金算入可
能な支払利息に関する企業の税務ポジションに影響を及ぼす
可能性があります。さらに企業は、利息が損金算入できない場
合であっても、当該利息からの税の源泉徴収を依然として行
わなければならない可能性があります。

一部の利息はこの制限の適用除外となっています。金融機関
は適用除外となっており、また公共インフラプロジェクト、メキ
シコ国内の不動産の建設、および炭化水素・電力・水の探査・採
取・輸送・貯蔵・供給に関連するプロジェクトの資金調達に利用
される債務も、利息の制限の計算から除外されます。

当該変更の影響を確定するため、企業はこの債務および利息
の制限ルールをモデル化することの検討が必要となります。
グループレベルの計算がルール上認められていることから、
かかる選択肢もモデルに含めなければなりません。企業は、
債務および予想されるメキシコでの支払利息の水準に応じ
て、メキシコにおける資金調達構造を評価し直す必要があり 
ます。

フロースルー事業体または取決めの取扱い
に関する新たなルールの導入
フロースルー事業体または取決めは、今回の税制改正によ
り、メキシコの法人所得税の目的上、個別の納税者として取り 
扱われるようになります（租税条約が適用されない場合）。
この取扱いを受けることで、メキシコからの支払いに対する 
源泉徴収税が増加する可能性があります。カナダのリミテッド
パートナーシップ、米国の有限責任会社（米国以外の株主を含
む）、その他の種類のファンド等の税務上透明な事業体への支
払いは、フロースルーの取扱いの適用を受けられなくなるた
め、結果としてより高い課税の対象となる可能性があります。

メキシコに投資するプライベートエクイティファンド、外国年
金基金およびソブリンファンドによって管理される外国の「法
的ビークル」は、今回の税制改正の下で、フロースルーの取扱
いに適格となる可能性があります。具体的には、これらの外国
の法的ビークルに対するメキシコからの利息、配当、キャピタ
ルゲインおよび不動産リース所得の支払いが、当該ビークル
による特定の報告要件の充足を条件として、かかる取扱いに
適格となる可能性があります。
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これらのルールは2021年1月1日に発効する予定です。

企業は、自社の現行の構造が影響を受けるかどうかを見極め
る必要があります。その上で、かかる構造の再編成の実施が
適切かどうかを検討したり、フロースルーの取扱いに関する将
来的な要件の充足に必要とされる事項の評価を行ったりする
ことが推奨されます。

一般的租税回避防止ルールの拡大
ビジネス取引が事業目的を欠いているとメキシコの税務当局
が判断した場合、当該ビジネス取引の特徴付けの見直しが行
われる可能性があります。今回の税制改正における一般的租
税回避防止規定（GAAR）では、「合理的に予想される」経済的
便益が税務上の便益を下回る場合、取引が事業目的を欠いて
いるとメキシコの税務当局が推定することが認められていま
す。合理的に予想される便益には、コストの削減や、所得、価値
または市場シェアの増加が含まれます。企業は、取引に事業目
的があることを証明する負担を負います。ただし、税務当局が
GAARを適用し、取引の法的形式を無視するためには、一定の
レベルのデュープロセスを踏まなければなりません。

企業は、さまざまな取引を実施するにあたっての潜在的な便
益と負担について、年末までにアドバイザーに相談すべきで
す。また、税務コストの削減をもたらす取引に関する事前確認
を税務当局に申請することが今後の実行可能なアプローチと
なるかどうかについて、アドバイザーと協議することも推奨さ
れます。

報告対象取引に関する新たな必須開示要件
の導入
税務アドバイザー、および一部の場合における納税者は、報告
対象取引に関する新たな必須報告要件の対象となります。今
回の税制改正では、メキシコの居住者または非居住者がメキ
シコにおける税務上の便益を直接的または間接的に獲得した
場合において、取引が報告対象となる結果を生じさせる14の
特徴が挙げられています。かかる特徴には、ハイブリッドの仕
組み、会計上の価額と税務上の価額の差異が20%を超える取
引、欠損金の移転等が含まれます。

これらの開示要件は概ね2021年1月1日に発効し、2020年1
月1日より後に税務上の便益が獲得された報告対象取引に対
して適用されます。

これらの要件の不遵守は重大なペナルティや税務上の影響（
費用の損金不算入等）につながる可能性があることから、企業
は報告対象取引を識別するための手続きを確立しなければな
りません。

今後の見通し
これらの変更は、全体として、メキシコで活動する企業に重大
な税務上の影響をもたらす可能性があります。この地域で事
業を営む多国籍企業は、税務上の影響のモデル化、自社の状
況の再検討、ならびに新たな報告およびコンプライアンス義
務に向けた準備のための手段を講じる必要があります。 
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